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税務Q&A
九州北部税理士会  福岡支部　調査研究委員会　末吉 幹久　（九州北部税理士会 福岡支部　ホームページ http://www.kyuhokuzei-fukuoka.jp/）

税務調査手続き規定の制定（国税通則法改正）

　税務調査のやり方が変わった
と聞いたのですが、どのように
なったのでしょうか？

　新しい税務調査のルールを定めた
国税通則法が平成25年1月から施行
され、これまで必ずしもはっきりし
ていなかった調査手続が一部明確化
され、また、規定がなかった部分に
ついての整備が行われました。
　今回と次回の「税務Q＆A」では、
新しくなった税務調査手続きについ
て、1.調査の初動部分、2.調査の中
盤、3.調査の終盤、の3つの場面ご
とに解説をしたいと思います。

1．調査の初動部分
⑴事前通知
　平成25年1月から、実地に臨場し
ての税務調査を行う際には、原則と
して事前通知を行わなければならな
いことになりました。
　これまでも、多くの場合は「（旧）
事前通知」は行われていたのですが、
今回あらためてその手続きを法定化
したものです。
　事前通知手続において通知すべき
項目は11項目あり、注意事項を合
わせて右の表にまとめてみます。
　税務行政の運用上（法律の規定で
はなく、行政内部の全国統一ルール
として）、表の11項目の事前通知に
先だって、納税者と税理士に対して
「都合の聴取・日程調整」を行うこと
になっています。
　なお、これまで行われていた（旧）

事前通知では、先ず税理士に先に連
絡が入ることが多かったのですが、
新しい税務調査手続きにおいては、
必ずしも税理士に先に連絡が行くと
いうことではないようです。

⑵無予告調査
　今回の事前通知の法定化に伴い、

その例外規定である事前通知を要し
ない場合の規定が整備されました。
　具体的には、税務署長が一定のお
それがあると合理的に推認される場
合にのみ無予告調査が可能になり、
無予告調査の選定にあたり、これま
でよりも慎重な判断が行われること
になります。

Ｑ 注　意　点

•税理士との委任契約がある場合でも、この項目
だけは納税義務者に直接通知しなければならな
いことになっていますが、2以降の項目は税理
士に対する通知とすることができます。

•都合の聴取（日程調整）（後述）で聞き取られた
内容が反映されます。通知後の変更は理由があ
れば可能です。

•実地調査初日の場所が通知されます。
•調査（選定）理由の開示は行われません。
•例えば、「提出された申告書の記載内容を確認
するため」といった内容となります。

•事前通知段階で通知されなかった税目を追加的
に調査する場合には、納税義務書の理解と協力
が必要となります。（相続税の調査中に贈与税
の無申告が明らかになるような場合）

•一旦終了させた年度については、新たに得られ
た情報がない限り、再調査はできないこととさ
れていますので、手続上重要な項目であると考
えられます。

•帳簿その他の物件の提示・提出において「理解
と協力の下、その承諾を得て行う」こととされ
ていますが、法定保存義務のない帳簿その他の
物件が通知される場合には、その必要性につい
て一層の理解と協力の求めがあるべきと思われ
ます。

•特にコメントはありません。

•特にコメントはありません。

•調査開始日時と調査初日の場所の変更ルールに
ついての説明です。

•事前通知された内容以外の事項について非違が
疑われることとなった場合に、その部分の事前
通知がなされていなくても質問検査ができるこ
とを確認するものです。

事前通知が義務付けら
れている項目
その旨（実地の調査を
行うことそのもの）

質問検査等を行う実地
の調査を開始する日時

調査を行う場所
調査の目的

調査の対象となる税目

調査の対象となる期間

調査の対象となる帳簿
書類その他の物件

調査の相手方である納
税義務者の氏名及び住
所又は居所
調査を行う当該職員の
氏名及び所属官署等 
2又は3に掲げる事項
の変更に関する事項
4から6以外の事項に
ついて非違が疑われる
こととなった場合の取
扱いの趣旨
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